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　このたび、ハローワークのシステムとハローワークインターネットサービスが見直され、以下のように、
求人の際により利用しやすくなりました。
　①新サービス「求人者マイページ」開設で、会社のパソコンから直接求人申込み可能に。
　②新しい求人票では、掲載する情報量が増え、求人情報をより詳細に提供可能に。
これに伴い、求人票の様式と公開方法が変更になっていますのでご注意ください。

＊上記の方法のほか、会社のパソコンからハローワークインターネットサービスにアクセスし、ログインアカウ
ント（メールアドレス、パスワード）を登録、事業所情報・求人情報を入力して仮登録をした後、ハロー
ワークの窓口で本登録手続きを行い、マイページを開設する方法もあります。
　また、ハローワーク内のパソコンで求人情報を入力（仮登録）し、窓口にて本登録手続き（申込み内容
の確認）を行い、求人の受理・公開の方法をとることもできます。

◇詳細についてはこちらをご覧下さい。
　厚生労働省「2020年1月6日からハローワークのサービスが充実します！」
　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06574.html

ハローワークでの求人申込みが便利になりました!!
～ 2020年1月6日から ～

求人者マイページ開設手順と求人の流れ
①ハローワーク窓口にて事業所登録・求人申込み

②窓口でメールアドレスを登録

③ハローワークインターネットサービスにアクセス

④登録したメールアドレスの入力
　利用規約などに同意

⑤認証キー受信

⑥パスワード登録・認証キー入力

⑦マイページ開設完了

⑧求人者マイページから求人情報を入力

⑨ハローワークで申込み内容を確認後
　求人が受理・公開される
　（求人票はマイページ又はFAXで送付）

開設には、事業所登録が必要です。
すでに登録済みの場合は、内容確認や
情報不足への対応となります。

求人票に掲載する情報のほか、事業所
の画像情報や「事業所からのメッセージ」
などのPR情報も提供できるように
なります。

マイページ開設で
メッセージ機能を活用して
応募者とのやりとりも可能に。

開設には、ログインアカウントとして
使用するアドレスが必要です。


